
CSR の皆さまへ 

                                               2022.9.16 杉山 

本日、10 月のシフトが確定しました。 

新しい契約制度スタートに際し、シフト作成スケジュールの前倒し等、ご協力をいただき有難うございました。 

下記内容を皆さまと共有し、さらにご理解とご協力をお願いしたい点をまとめました。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

① CSR さんシフトの希望申請の状況 

・希望シフトを多めに申請いただいた方がいる一方、週所定 20 時間以内の方で、契約日数と希望日数をピッタリで 

申請する方も多数おられました。 結果、シフトに片寄りが出てしまいました。 

・提出締めに遅れた方が 5名いらっしゃいました。今回はこちらから PUSH の連絡をして提出していただきました。 

・週所定日数・時間に対し、希望日数・時間が満たない人が 19 名いらっしゃいました。  

「未」シフトとなり、シフト確定に影響がありました。 

 

② 10 月確定シフトついて 

・10 月のシフト充足状況を添付（裏面）しています。必要人数の対する稼働人数を％で表しています。 

・カタログ DROP 前と後ではシフト充足率が大きく変わります。 

・新聞出稿日でも E シフト(8：30～)はなくなり、9 時始まりとなります 

・10 月の休業要請はおこなわない見込みです。 

・Bewith 福岡センターの稼働は 12 時から 21 時となります。 

 

③ シフト確定後の個別勤務調整のお願い 

・出勤率 80％を下回らない勤務日数管理と、契約との乖離を防ぐ（勤務時間を契約上の週所定時間 80％～

120％とする）ため、青枠、赤枠のご利用に制限をもうけていますが、青枠と赤枠を同時に取得していただくことで、 

出勤日数、時間を相殺する形になります。 

※青枠利用表は青枠使用数を制限するものではなく、出勤率に影響しない範囲での「自己都合欠勤時間」の上限の

ご案内です。お休みした日や週所定時間を満たない勤務をしてしまった場合、赤枠追加することで補うことができます。 

シフト余剰と不足を調整するために、みなさま自身で相殺活用していただけると大変ありがたいです。 

＊月単位で制限があることから、一時的に週所定時間が増減することは、許容範囲とされています。 

 

④ 11 月以降の希望申請についてのお願い 

・週所定が 20 時間未満の方は、なるべく申請範囲を広げて+1 日（週 2→週 3、週３→４）で勤務希望を 

申請していただけると大変助かります。皆様の理解とご協力をお願いします。 

・締め切りは厳守ください。 

・必ず契約日数と時間を満たす申請をしてください。 

 

⑤ 10 月からの早帰り制度 

・早帰り制度は継続します。 一部運用見直しをしますが、詳細は改めてお知らせいたします。 

 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 



【10 月シフト充足状況】 

 

 

 

 


